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(57)【要約】
【課題】空調機制御装置において、室内の利用者の快適
度を確実に判定し、その判定結果に基づいて空調機を制
御することで、利用者の快適度を向上させる。
【解決手段】空調機制御装置１０は、室内１２を利用す
る利用者１６の快適度に関する情報を検出する赤外線カ
メラ２０と、赤外線カメラ２０により取得される画像に
基づいて、不快な利用者を判断する不快判断部２８と、
不快判断部２８により判断された不快な利用者１６に対
して快適度を向上させるように空調機１４を制御する制
御部３０とを有する。この構成により、不快な利用者１
６の快適度を向上させることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内を利用する利用者の快適度に関する情報を検出する快適度情報検出部と、
　快適度情報検出部により検出される情報に基づいて、不快な利用者を判断する不快判断
部と、
　不快判断部により判断された不快な利用者に対して快適度を向上させるように空調機を
制御する制御部と、
　を有する空調機制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の空調機制御装置において、
　快適度情報検出部は、室内に設けられ、利用者の画像を取得するカメラであり、
　不快判断部は、カメラにより取得された画像の変化に基づいて不快な利用者を判断する
、
　ことを特徴とする空調制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の空調機制御装置において、
　前記カメラは、利用者の赤外線画像を取得する赤外線カメラであり、
　不快判断部は、赤外線カメラにより取得された赤外線画像の変化に基づいて不快な利用
者を判断する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の空調機制御装置において、
　冷房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が増加した場合、その利
用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を大きくさせるよう空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の空調機制御装置において、
　冷房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が減少した場合、その利
用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を小さくさせるよう空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調制御装置。
【請求項６】
　請求項３から５のいずれか１つに記載の空調機制御装置において、
　暖房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が増加した場合、その利
用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を小さくさせるよう空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項７】
　請求項３から６のいずれか１つに記載の空調機制御装置において、
　暖房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が減少した場合、その利
用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を大きくさせるよう空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の空調制御装置において、
　利用者とその利用者の位置とを特定する利用者特定部を有し、
　制御部は、不快判断部により判断された利用者であって、利用者特定部により特定され
る利用者の位置に対応する空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の空調機制御装置において、
　不快判断部により判断された不快な利用者の情報と、利用者特定部により特定された利
用者の情報とを記憶する記憶部を有し、
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　制御部は、記憶部の情報に基づいて空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の空調機制御装置において、
　快適度情報検出部は、室内に設けられ、利用者が室内の温度を設定可能なリモコンであ
り、
　不快判断部は、リモコン操作に基づいて不快な利用者を判断し、
　制御部は、不快判断部により判断された利用者であって、利用者特定部により特定され
る利用者の位置に対応する空調機を制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の空調機制御装置において、
　冷房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の低下である場合、その操作を
行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を大きくさせるよう空調機を
制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の空調機制御装置において、
　冷房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の上昇である場合、その操作を
行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を小さくさせるよう空調機を
制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項１３】
　請求項１０から１２のいずれか１つに記載の空調機制御装置において、
　暖房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の低下である場合、その操作を
行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を大きくさせるよう空調機を
制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【請求項１４】
　請求項１０から１３のいずれか１つに記載の空調機制御装置において、
　暖房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の上昇である場合、その操作を
行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を小さくさせるよう空調機を
制御する、
　ことを特徴とする空調機制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空調機を制御する空調機制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、人が快適に活動できる室内環境を確保するために、室内の冷暖房を行う空調
機と、室内環境の指標の一つである室内温度を検出する温度センサとを有し、温度センサ
により検出される室内温度と設定温度とに基づいて、空調機を制御する空調機制御装置が
知られている。
【０００３】
　下記特許文献１には、室内にいる人の顔面の表面温度を測定する赤外センサと、赤外セ
ンサにより測定された測定温度に基づいて居住者の快適度を判定する快適度判定部と、快
適度判定部の判定に基づいて空調機を制御する制御部とを有する空調機制御装置が記載さ
れている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２－１５７５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の空調機制御装置においては、室内温度と設定温度に基づいて空調機が制御される
。しかしながら、室内を利用する利用者にとって快適な状態は、利用者毎の主観により異
なり、必ずしも室内環境をある一定の温度に維持するだけでは実現されない。
【０００６】
　上記特許文献１のように利用者の快適度を判定し、その判定結果に基づいて空調機を制
御することで、利用者の快適度の向上を図ることが考えられる。しかし、上記特許文献１
においては、利用者の快適度を判定するため、利用者の顔面の表面温度を用いているが、
通常、人の顔面の温度はほぼ一定であり、その温度だけでは利用者が快適であるか否かを
判断することは困難である。
【０００７】
　本発明の目的は、室内の利用者の快適度を確実に判定し、その判定結果に基づいて空調
機を制御することで、利用者の快適度を向上させることができる空調機制御装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の空調機制御装置は、室内を利用する利用者の快適度に関する情報を検出する快
適度情報検出部と、快適度情報検出部により検出される情報に基づいて、不快な利用者を
判断する不快判断部と、不快判断部により判断された不快な利用者に対して快適度を向上
させるように空調機を制御する制御部とを有する。
【０００９】
　また、快適度情報検出部は、室内に設けられ、利用者の画像を取得するカメラであり、
不快判断部は、カメラにより取得された画像の変化に基づいて不快な利用者を判断するこ
とができる。
【００１０】
　また、前記カメラは、利用者の赤外線画像を取得する赤外線カメラであり、不快判断部
は、赤外線カメラにより取得された赤外線画像の変化に基づいて不快な利用者を判断する
ことができる。
【００１１】
　また、冷房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が増加した場合、
その利用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を大きくさせるよう空調機を制御
することができる。
【００１２】
　また、冷房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が減少した場合、
その利用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を小さくさせるよう空調機を制御
することができる。
【００１３】
　また、暖房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が増加した場合、
その利用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を小さくさせるよう空調機を制御
することができる。
【００１４】
　また、暖房運転時に、不快判断部は、赤外線画像内における体温領域が減少した場合、
その利用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を大きくさせるよう空調機を制御
することができる。
【００１５】
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　また、利用者とその利用者の位置とを特定する利用者特定部を有し、制御部は、不快判
断部により判断された利用者であって、利用者特定部により特定される利用者の位置に対
応する空調機を制御することができる。
【００１６】
　また、不快判断部により判断された不快な利用者の情報と、利用者特定部により特定さ
れた利用者の情報とを記憶する記憶部を有し、制御部は、記憶部の情報に基づいて空調機
を制御することができる。
【００１７】
　また、快適度情報検出部は、室内に設けられ、利用者が室内の温度を設定可能なリモコ
ンであり、不快判断部は、リモコン操作に基づいて不快な利用者を判断し、制御部は、不
快判断部により判断された利用者であって、利用者特定部により特定される利用者の位置
に対応する空調機を制御することができる。
【００１８】
　また、冷房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の低下である場合、その
操作を行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を大きくさせるよう空
調機を制御することができる。
【００１９】
　また、冷房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の上昇である場合、その
操作を行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、冷房能力を小さくさせるよう空
調機を制御することができる。
【００２０】
　また、暖房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の低下である場合、その
操作を行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を大きくさせるよう空
調機を制御することができる。
【００２１】
　また、暖房運転時に、不快判断部は、リモコン操作が設定温度の上昇である場合、その
操作を行なった利用者が不快であると判断し、制御部は、暖房能力を小さくさせるよう空
調機を制御することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の空調機制御装置によれば、室内の利用者の快適度を確実に判定し、その判定結
果に基づいて空調機を制御することで、利用者の快適度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施形態に係る空調機制御装置の構成を示す図である。
【図２】空調制御装置の制御動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る空調機制御装置の実施形態について、図を用いて説明する。図１は
、本実施形態に係る空調機制御装置の構成を示す図である。
【００２５】
　空調機制御装置１０は、室内１２に設置された空調機１４を制御する装置である。室内
１２は、利用者１６が利用する部屋であり、例えばオフィスの一区画である。なお、室内
１２は、一つに限らず複数の部屋とすることができる。
【００２６】
　空調機１４は、室内１２の天井に１台または複数台設置される。空調機１４は、ファン
及びコイル（図示せず）を内蔵している。コイルで冷却または加熱された空気をファンが
室内１２に送り出すことにより、空調機１４は室内１２の冷房または暖房を行う。なお、
本実施形態においては、空調機１４が室内１２の天井に設けられる場合について説明した
が、この構成に限定されず、空調機１４が室内１２の天井裏または機械室などに設けられ
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てもよい。この場合、空調機１４と室内１２とを風道（ダクト）で接続し、風道を介して
空調機１４から室内１２に空気を送り出すことにより、室内１２の冷房または暖房を行う
ことができる。
【００２７】
　空調機１４には、利用者１６が操作して空調機１４を制御するリモコン１８が接続され
ている。リモコン１８は、例えば室内１２の壁面に設置される。リモコン１８は、空調機
１４の運転及び停止、室内１２の設定温度の調整、風向き及び風量の調整などを行うこと
ができる。
【００２８】
　空調機制御装置１０は、ハードウェア資源とソフトウェアとの協働により実現される。
具体的には、空調機制御装置１０の機能は、記録媒体に記録された制御プログラムがメイ
ンメモリに読み出されてＣＰＵ（Central Processing Unit）により実行されることによ
って実現される。
【００２９】
　空調機制御装置１０は、利用者１６の快適度に関する情報を検出する快適度情報検出部
を有する。利用者１６の快適度に関する情報は、利用者１６が、室内環境が不快な状態で
あると感じ、快適になろうと動作する情報である。本実施形態における快適度情報検出部
は、室内１２に設けられ、利用者１６の画像を取得するカメラである。カメラは、利用者
１６の赤外線画像を取得する赤外線カメラ２０と、利用者の通常の画像を撮像する撮像カ
メラ２２との少なくとも１つを含む。
【００３０】
　また、空調機制御装置１０は、画像処理部２４と利用者特定部２６と不快判断部２８と
を有する。
【００３１】
　画像処理部２４は、赤外線カメラ２０と撮像カメラ２２とに接続され、これらのカメラ
２０，２２により取得された画像を処理する。
【００３２】
　利用者特定部２６は、画像処理部２４で処理された撮像カメラ２２の画像データに基づ
いて利用者１６とその利用者１６の位置とを特定する。具体的には、利用者特定部２６は
、撮像カメラ２２の画像データと、予め記憶された複数の利用者１６の顔認証データとの
照合結果に基づいて、利用者１６を特定する。そして、利用者特定部２６は、撮像カメラ
２２が撮像する領域と、予め記憶された室内１２のレイアウトとの照合結果に基づいて、
その利用者１６の位置を特定する。このようにして、利用者特定部２６は、室内１２にい
る各利用者１６と、それらの利用者１６の位置をそれぞれ特定する。
【００３３】
　なお、本実施形態においては、利用者特定部２６が撮像カメラ２２の画像データに基づ
いて利用者１６とその利用者１６の位置とを特定する場合について説明したが、本発明は
この構成に限定されない。室内１２における利用者１６の執務エリアがそれぞれ固定され
ているのであれば、利用者特定部２６は、例えば、室内１２に設置されたパソコンのログ
イン情報または入退室管理装置の入退室情報に基づいて利用者１６とその利用者１６の位
置とを特定することができる。
【００３４】
　不快判断部２８は、画像処理部２４で処理された画像データに基づいて、不快な利用者
１６を判断する。ここで、不快な利用者とは、室内環境が不快な状態であると感じている
利用者のことである。
【００３５】
　利用者は、室内環境が不快な状態であると感じると、通常、快適な環境を実現すべく動
作する。このような快適度の向上を図る動作とは、室内１２が暑くて不快であると感じた
場合、上着の釦を外す、上着を脱ぐ、袖をまくる、または物で扇ぐなど動作のことであり
、室内１２が寒くて不快である感じた場合、上着の釦を留める、または上着を着る（羽織
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る）などの動作のことである。このような動作の情報、言い換えれば利用者１６の快適度
に関する情報は、上述のようにカメラ２０，２２により取得することができる。
【００３６】
　つまり、不快判断部２８は、画像処理部２４で処理された画像データに含まれる上述の
ような動作に基づいて、利用者が不快であると感じているか否かを判断する。以下、不快
判断部２８の具体的な機能について、画像データが、赤外線カメラ２０により取得された
利用者１６の赤外線画像と、撮像カメラ２２により取得された利用者１６の通常の画像と
の場合に分けて説明する。
【００３７】
　まず、画像データが赤外線画像である場合について説明する。不快判断部２８は、赤外
線カメラ２０により取得された利用者１６の赤外線画像の変化に基づいて不快な利用者を
判断する。具体的には、不快判断部２８は、赤外線画像内における体温領域の変化に基づ
いて不快な利用者を判断する。体温領域は、利用者１６の体温を示す領域、または体温に
近い領域を含む。体温を示す領域は、利用者１６の肌が露出している領域であり、例えば
顔、首、腕または足である。また、体温に近い領域は、利用者１６の肌が薄着、例えばシ
ャツにより覆われている領域である。このような体温領域が変化するということは、その
利用者１６が、現状の室内環境が不快であり、快適な状態になろうと動作しているとみな
すことができる。
【００３８】
　体温領域が増加した場合、不快判断部２８は、その利用者１６が不快であると判断する
。つまり、体温領域の増加により、利用者１６が、現状の室内環境が暑くて不快であると
感じ、快適な状態になるため、上着を脱ぐ、あるいは袖をまくるといった動作を行なって
いるとみなすことができるからである。
【００３９】
　一方、体温領域が減少した場合にも、不快判断部２８は、その利用者１６が不快である
と判断する。つまり、体温領域の減少により、利用者１６が、現状の室内環境が寒くて不
快であると感じ、快適な状態になるため、上着を着る、上着を羽織る、あるいはまくった
袖を元に戻すといった動作を行なっているとみなすことができるからである。
【００４０】
　次に、画像データが通常の画像である場合について説明する。不快判断部２８は、撮像
カメラ２２により取得された利用者１６の通常の画像の変化に基づいて不快な利用者１６
を判断する。具体的には、不快判断部２８は、通常の画像内における肌領域または色領域
の変化に基づいて不快な利用者を判断する。肌領域は、利用者１６の肌が露出している領
域であり、例えば顔、首、腕または足である。色領域は、利用者１６の肌を覆う薄着、例
えばシャツの色の領域である。これらの領域が変化するということは、その利用者１６が
、現状の室内環境が不快であり、快適な状態になろうと動作しているとみなすことができ
る。
【００４１】
　肌領域または色領域が増加した場合、不快判断部２８は、その利用者１６が不快である
と判断する。つまり、これらの領域の増加により、利用者１６が、現状の室内環境が暑く
て不快であると感じ、快適な状態になるため、上着を脱いで薄着になる、あるいは袖をま
くるといった動作を行なっているとみなすことができるからである。
【００４２】
　一方、肌領域または色領域が減少した場合にも、不快判断部２８は、その利用者１６が
不快であると判断する。つまり、これらの領域の減少により、利用者１６が、現状の室内
環境が寒くて不快であると感じ、快適な状態になるため、上着を着る、上着を羽織る、あ
るいはまくった袖を元に戻すといった動作を行なっているとみなすことができるからであ
る。
【００４３】
　なお、本実施形態においては、不快判断部２８が、通常の画像内における肌領域または
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色領域の変化に基づいて不快な利用者１６を判断する場合について説明したが、本発明は
この構成に限定されない。不快判断部２８が、通常の画像内から、利用者１６が快適な状
態になるための動作、例えば団扇で扇ぐ動作を検出し、この動作に基づいて、その利用者
１６が暑くて不快であると判断することができる。
【００４４】
　さらに、空調機制御装置１０は、制御部３０と記憶部３２とを有する。
【００４５】
　制御部３０は、不快判断部２８により判断された不快な利用者１６に対して快適度を向
上させるように空調機１４を制御する。具体的には、制御部３０は、不快判断部２８によ
り判断された不快な利用者１６であって、利用者特定部２６により特定される利用者１６
の位置に対応する空調機１４を選定し、その空調機１４の能力を変化させる制御する。
【００４６】
　空調機１４の運転モードが冷房運転であり、かつ不快判断部２８により利用者１６が暑
くて不快であると判断された場合、制御部３０は、冷房能力を大きくさせるよう、その利
用者１６の位置に対応する空調機１４を制御する。この制御により、不快な利用者１６に
とって快適な状態が実現される。冷房能力を大きくさせるような制御とは、設定温度を低
くする、空調機１４の風向きをその利用者１６に向ける、あるいは空調機１４の風量を増
やすような制御のことである。
【００４７】
　一方、空調機１４の運転モードが冷房運転であり、かつ不快判断部２８により利用者１
６が寒くて不快であると判断された場合、制御部３０は、冷房能力を小さくさせるよう、
その利用者１６の位置に対応する空調機１４を制御する。この制御により、不快な利用者
１６にとって快適な状態が実現される。冷房能力を小さくさせるような制御とは、設定温
度を高くする、空調機１４の風向きをその利用者１６から外す、あるいは空調機１４の風
量を減らすような制御のことである。
【００４８】
　また、空調機１４の運転モードが暖房運転であり、かつ不快判断部２８により利用者１
６が寒くて不快であると判断された場合、制御部３０は、暖房能力を大きくさせるよう、
その利用者１６の位置に対応する空調機１４を制御する。この制御により、不快な利用者
１６にとって快適な状態が実現される。暖房能力を大きくさせるような制御とは、設定温
度を高くする、空調機１４の風向きをその利用者１６に向ける、あるいは空調機１４の風
量を増やすような制御のことである。
【００４９】
　一方、空調機１４の運転モードが暖房運転であり、かつ不快判断部２８により利用者１
６が暑くて不快であると判断された場合、制御部３０は、暖房能力を小さくさせるよう、
その利用者１６の位置に対応する空調機１４を制御する。この制御により、不快な利用者
１６にとって快適な状態が実現される。暖房能力を小さくさせるような制御とは、設定温
度を低くする、空調機１４の風向きをその利用者１６から外す、あるいは空調機１４の風
量を減らすような制御のことである。
【００５０】
　なお、本実施形態においては、制御部３０が、不快判断部２８により判断された不快な
利用者１６であって、利用者特定部２６により特定される利用者１６の位置に対応する空
調機１４を制御する場合について説明したが、本発明はこの構成に限定されない。不快判
断部２８により不快な利用者１６がいると判断された場合、制御部３０は、室内１２にい
る利用者１６全員が不快であるとみなし、室内１２の全空調機１４を制御することもでき
る。
【００５１】
　記憶部３２は、不快判断部２８により判断された不快な利用者１６の情報と、利用者特
定部２６により特定された利用者の情報とを記憶する。不快な利用者１６の情報とは、不
快判断部２８により判断された不快な利用者１６と、そのときの室内環境、例えば室内温
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度及び室内湿度とを関連付けた情報のことである。記憶部３２が、これらの情報を記憶す
ることで、制御部３０は、その情報と、現在の室内環境とに基づいて空調機１４を制御す
ることができる。これにより、その都度、カメラ２０，２２の検出、画像処理部２４及び
不快判断部２８の処理動作を行なわなくても、利用者１６の快適度を向上させるように空
調機１４を制御することができる。
【００５２】
　次に、本実施形態の空調機制御装置１０の制御動作の一例について、図２を用いて説明
する。図２は、空調制御装置１０の制御動作の一例を示すフローチャートである。なお、
この制御動作は、空調機１４の運転モードが冷房運転であり、室内１２の利用者１６と利
用者１６の位置とが利用者特定部２６により既に特定されている状態からスタートする。
【００５３】
　まず、ステップＳ１０１において、赤外線カメラ２０が利用者１６の赤外線画像を取得
し、ステップＳ１０２で、画像処理部２４がその赤外線画像を処理する。
【００５４】
　そして、ステップＳ１０３において、不快判断部２８が、画像処理部２４で処理された
赤外線画像内における体温領域が変化したか否かを判断する。体温領域が変化した場合、
利用者１６が不快であると判断され、ステップＳ１０４に進む。一方、体温領域の変化が
ない場合、利用者１６が不快ではない、すなわち快適な状態であると判断され、この制御
動作が終了する。
【００５５】
　次に、ステップＳ１０４において、不快判断部２８が、体温領域が増加したか否かを判
断する。体温領域が増加した場合、利用者１６が暑くて不快であると判断され、ステップ
Ｓ１０５に進み、制御部３０が、利用者１６の位置に対応する空調機１４の冷房能力を大
きくするように制御し、この制御動作が終了する。
【００５６】
　一方、体温領域が増加してない、すなわち減少した場合、利用者１６が寒くて不快であ
ると判断され、ステップＳ１０６に進み、制御部３０が、利用者１６の位置に対応する空
調機１４の冷房能力を小さくするように制御し、この制御動作が終了する。
【００５７】
　本実施形態の空調機制御装置１０によれば、不快な状態のときに起こす利用者１６の動
作に基づいて利用者１６が不快であるか否かを判断するので、各利用者１６の快適度を確
実に判断することができる。そして、その判断結果に基づいて空調機１４を制御するので
、不快な利用者１６の快適度を向上させることができる。このとき、不快な利用者１６の
位置に対応する空調機１４のみを制御することで、他の利用者１６、言い換えれば現状の
室内環境が快適であると感じている利用者１６の快適度が低下してしまうことを防止する
ことができる。
【００５８】
　本実施形態においては、不快判断部２８が、赤外線カメラ２０と撮像カメラ２２の画像
の変化に基づいて不快な利用者１６を判断する場合について説明したが、本発明はこの構
成に限定されない。不快な状態のときに起こす利用者１６の動作を検出することができる
のであれば、その検出結果に基づいて、不快な利用者１６を判断することもできる。
【００５９】
　その動作とは、リモコン１８の操作のことである。つまり、ある利用者１６が、現状の
室内環境が快適な状態でない、すなわち不快な状態であると感じた場合、リモコン１８の
操作により快適な状態を実現しようと試みる。よって、不快判断部２８は、リモコン１８
操作に基づいて不快な利用者１６を判断することができる。
【００６０】
　例えば、冷房運転時に、利用者１６によるリモコン１８操作が設定温度の低下である場
合、不快判断部２８は、その利用者１６が暑くて不快であると判断することができる。一
方、利用者１６によるリモコン１８操作が設定温度の上昇である場合、不快判断部２８は
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、その利用者１６が寒くて不快であると判断することができる。それらの判断結果に基づ
いて、制御部３０が空調機１４を制御することで不快な利用者１６の快適度を向上させる
ことができる。
【００６１】
　同様に、暖房運転時に、利用者１６によるリモコン１８操作が設定温度の低下である場
合、不快判断部２８は、その利用者１６が寒くて不快であると判断することができる。一
方、利用者１６によるリモコン１８操作が設定温度の上昇である場合、不快判断部２８は
、その利用者１６が暑くて不快であると判断することができる。それらの判断結果に基づ
いて、制御部３０が空調機１４を制御することで不快な利用者１６の快適度を向上させる
ことができる。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　空調機制御装置、１２　室内、１４　空調機、１６　利用者、１８　リモコン、
２０　赤外線カメラ、２２　撮像カメラ、２４　画像処理部、２６　利用者特定部、２８
　不快判断部、３０　制御部、３２　記憶部。

【図１】 【図２】
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